
年
末
の
安
全
な
ま
ち
づ
く
り

県
民
運
動

12
月
１
日
火
～
20
日
日

１
０
０
３
０
７
９

　
12
月
は
年
の
瀬
を
控
え
、
慌
た

だ
し
さ
を
感
じ
る
時
期
で
す
。
年

末
年
始
の
準
備
に
追
わ
れ
、
忙
し

さ
で
防
犯
意
識
が
薄
れ
が
ち
に
な

り
ま
す
。
犯
罪
に
遭
わ
な
い
、
犯

罪
を
起
こ
さ
せ
な
い
た
め
、
防
犯

意
識
を
再
度
徹
底
し
ま
し
ょ
う
。

▼
総
務
課

☎
23‐３
５
０
４

23‐０
１
８
０

福
祉
業
界
就
職
説
明
会

　
福
祉
分
野
で
は
、
少
子
高
齢
化

が
進
行
す
る
中
、
利
用
者
の
増
加
、

サ
ー
ビ
ス
ニ
ー
ズ
の
高
度
・
多
様
化

な
ど
今
後
サ
ー
ビ
ス
需
要
が
高
ま

る
こ
と
が
見
込
ま
れ
て
い
ま
す
。
こ

の
た
め
、
業
界
合
同
の
就
職
説
明

会
を
実
施
し
ま
す
。

対
象：
福
祉
関
係
事
務
所
で
お
仕

事
を
お
探
し
の
方　
日
時：【
豊
橋

の
交
付
、印
鑑
登
録
、マ
イ
ナ
ン

バ
ー
カ
ー
ド
の
交
付
手
続
き
が
で

き
な
い
た
め
、市
民
課
の
時
間
外

窓
口
業
務
を
お
休
み
し
ま
す
。

▼
市
民
課

☎
23‐３
５
１
１

23‐４
２
７
０

年
末
の
交
通
安
全
県
民
運
動

12
月
１
日
火
～
10
日
木

１
０
０
３
０
７
６

　
年
末
は
、
師
走
特
有
の
慌
た
だ

し
さ
か
ら
運
転
者
や
歩
行
者
な
ど

の
注
意
力
が
散
漫
と
な
り
、
交
通

事
故
の
多
発
が
心
配
さ
れ
ま
す
。

　
ま
た
、
忘
年
会
な
ど
で
飲
酒
の

機
会
も
増
え
る
こ
と
か
ら
、
飲
酒

運
転
に
よ
る
事
故
も
懸
念
さ
れ
ま

す
。
悲
し
い
交
通
事
故
を
な
く
す

た
め
、
交
通
安
全
に
気
を
付
け
ま

し
ょ
う
。

▼
総
務
課

☎
23‐３
５
０
４

23‐０
１
８
０

女
性
に
対
す
る
暴
力
を
な
く

す
運
動

11
月
12
日
木
～
２５
日
水

　
夫
・
パ
ー
ト
ナ
ー
か
ら
の
暴
力
、

性
犯
罪
、
売
買
春
、
セ
ク
ハ
ラ
、

ス
ト
ー
カ
ー
行
為
な
ど
女
性
に
対

す
る
暴
力
は
、
女
性
の
人
権
を
著

し
く
侵
害

す
る
も
の

で
、
決
し

て
許
さ
れ

な
い
行
為

で
す
。

　
Ｄ
Ⅴ
な
ど
で
悩
ん
で
い
る
方
は

我
慢
し
な
い
で
、
ま
ず
は
相
談
し

て
く
だ
さ
い
。

Ｄ
Ⅴ
相
談
ナ
ビ

相
談
専
用
電
話

☎（
０
５
７
０
）０‐５こ

５こ

２に

１で
ん
０わ

 

▼
企
画
課

☎
23‐３
５
０
７

23‐０
６
６
９

11
月
21
日
土
は
時
間
外
窓
口

業
務
を
お
休
み
し
ま
す

１
０
０
７
３
０
８

　
11
月
21
日（
土
）は
、住
民
記
録

シ
ス
テ
ム
の
機
器
の
更
新
に
よ
り

住
民
票
の
写
し
な
ど
各
種
証
明
書

会
場
】11
月
25
日（
水
）・26
日（
木
）

／
午
前
９
時
30
分
～
11
時
・
午
後

１
時
30
分
～
３
時【
田
原
会
場
】11

月
18
日（
水
）午
後
１
時
30
分
～
３

時
30
分　

場
所：【
豊
橋
会
場
】豊

橋
地
方
合
同
庁
舎
６
階
共
用
大
会

議
室（
豊
橋
市
大
国
町
１
１
１
番

地
）【
田
原
会
場
】田
原
福
祉
セ
ン

タ
ー
大
会
議
室　

参
加
料：
無
料

持
ち
物：ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
カ
ー
ド
、

雇
用
保
険
受
給
資
格
者
証（
雇
用

保
険
手
続
き
中
の
方
）　
申
込：不

要▼
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
豊
橋

☎（
０
５
３
２
）52‐７
１
９
３

「
加
入
し
て
い
ま
す
か
？
」

労
働
保
険

　
労
働
保
険
と
は
労
災
保
険
と
雇

用
保
険
を
総
称
し
た
名
称
で
す
。

正
社
員
、
パ
ー
ト
、
ア
ル
バ
イ
ト

な
ど
の
雇
用
形
態
に
か
か
わ
ら

ず
、
一
人
で
も
労
働
者
を
雇
っ
た

場
合
、
事
業
主
は
加
入
す
る
義
務

が
あ
り
ま
す
。（
農
林
水
産
の
一

部
の
事
業
は
除
く
）

▼
豊
橋
公
共
職
業
安
定
所
雇
用
保

険
適
用
課

☎（
０
５
３
２
）81‐０
３
７
７

▼
豊
橋
労
働
基
準
監
督
署
労
災
課

☎（
０
５
３
２
）54‐１
１
９
４

国
民
年
金
保
険
料
は
前
納
が

お
得
で
す
！

１
０
０
０
８
３
５

　
国
民
年
金
保
険
料
の
納
付
は
ま

と
め
て
納
め
る
と
割
引
に
な
る

「
前
納
制
度
」が
あ
り
ま
す
。

　
口
座
振
替
に
よ
る
２
年
前
納
の

場
合
は
毎
月
納
め
る
場
合
よ
り

１
万
５
８
４
０
円
お
得
で
す
。

　
納
付
方
法
、期
間
は
選
べ
ま
す
。

※
詳
細
は
市
Ｈ
Ｐ
を
ご
覧
い
た
だ

く
か
、
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い

対
象：
国
民
年
金
保
険
料
の
前
納

を
希
望
さ
れ
る
方　

期
限：
前
納

期
間
の
２
カ
月
前　

そ
の
他：
年

金
手
帳
、
印
鑑
、
通
帳
な
ど
を
ご

持
参
く
だ
さ
い
。

▼
豊
橋
年
金
事
務
所

☎（
０
５
３
２
）33‐４
１
１
１

▼
保
険
年
金
課

☎
23‐２
１
４
９

23‐０
１
８
０

▲女性への暴力根絶を
目指すパープルリボン
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